
 

 

下水道局「品質証明」試行要領（受注者希望方式） 

 

  

１ 品質証明制度の趣旨  

品質証明制度は、品質管理に新たに受注者による品質保証の考え方を導入することを目

的に創設されたものである。  

品質証明制度の目的は、従来の施工管理や品質管理に加えて、受注者が自らの責任にお

いて品質を確保することであるため、その内容・方法については、各会社で決めるものとし

ている。なお、品質証明の内容・方法については、予め施工計画書に記載するものとする。  

  

２ 対象工事  

  予定価格が１億円以上の土木工事（単価契約を除く）のうち、受注者が実施を希望する工

事。契約後、受注者が「品質証明」の実施を希望する場合は、現場着手前までに協議・報告

書（統一様式 26）により監督員にその旨報告する。なお、発注者は「品質証明」の対象工事

である旨を特記仕様書に明示する（別紙１参照）。 

  

３ 品質証明員通知書（様式－１）  

品質証明員を定めた場合、書面により氏名、資格（資格証書の写しを添付）、経験及び経

歴書を監督員に提出しなければならない。ただし、監理技術者資格者証による場合、実物を

提示し監督員の確認を受けた場合には、資格者証の写しの添付は不要とする。なお、品質証

明員を変更した場合も同様とする。  

品質証明員は、当該工事に従事していない社内の者で、10年以上の現場経験を有し、技

術士又は１級土木施工管理技士の資格を有する者とする。ただし、監督員の承諾を得た場合

はこの限りでない。  

  ※(1)「10 年以上の現場経験」とは、工期の合算ではなく、従事期間の合算とする。  

    (2)「現場経験」とは、発注機関や携わった立場（役職等）に関係なく、現場に従事した

経験をいう。  

    (3)発注者側の監督員としての経験も含まれるものとする。  

    (4)品質証明員は、当該工事の主任（監理）技術者や現場代理人との兼務はできないが複

数の工事において品質証明員を兼務することは可能とする。  

  

４ 品質証明書（様式－２）  

品質証明員が、工事施工途中において必要と認める時期及び検査（完了、既済部分、中

間検査）の事前に品質確認を行い、受注者はその結果を所定の様式により、検査時までに監

督員へ提出しなければならない。  

なお、品質証明書には、品質証明に関する添付書類は不要である。  

  

５ 適用  

  本要領は、令和８年４月１日以降起工決定する案件に適用する。  

  



 

 

 

別紙１ 

特記仕様書記載例 

 本工事は「品質証明」の対象案件であり、受注者が現場着手前にその実施を希望した場合

に適用する。実施に当たっては、標準仕様書によるほか、下水道局「品質証明」試行要領

（以下、要領という。）に基づき行う。なお、要領は、下水道局のホームページから入手で

きる。（https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji） 

  

https://www.gesui.metro.tokyo.lg.jp/contractor/kouji


 

 

 

    

様式－１ 

品 質 証 明 員 通 知 書 

          
年月日： 

（発注者） 殿 

（受注者） 

 年  月  日 付をもって請負契約を締結した工事の品質証明員を下記のとおり定めたので、資格及

び経歴を添えて通知します。 

記 

品質証明員氏名 

生年月日          

資格 

経歴 

工事名 職名 工期 従事期間 

    

    

    

    

計 
   

※「資格者証（写し）」を添付する。 

注１ 経歴は、10 年以上の現場経験が判断できる記載内容とする。  

注２ 用紙は A4版縦  



 

 
  


